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第５編 広域応援編 

 

第１ 基本方針 

首都圏同時被災となる広域災害（以下「首都圏広域災害」という。）が発生した場合、

首都圏の都県による相互応援は困難な状況となるため、全国からの応援が必須となる。

北関東・東北・中部方面からの交通ルートを有する県の担う役割は大きい。 

県防災計画における「第５編 広域応援編」においては、首都圏広域災害が発生した

場合の基本方針として、まず迅速に県内の被害に対応し、その後、避難者の受入れや物

資・人的応援の拠点として、被災都県の救援、復旧・復興に取り組むものとしている。 

そのため、市においても、県の基本方針を踏まえ、首都圏広域災害発生時における広

域応援に備えるものとする。 

 

【参考資料：広域応援のタイムテーブル】 

時期 被災地等の主な対応 県の主な対応 

初動期 

～ 

応急初期 

●災害対策本部の設置 

●被災情報の収集 

●避難誘導、消火、水防など被害防止活

動 

●人命救助・救急医療の実施 

●情報収集体制の確立 

●連絡員等の派遣 

●応援・受援体制の確立 

応急期 

●避難者対策（要配慮者への支援等）の

実施 

●帰宅困難者対策の実施 

●物資・燃料等の調達、緊急輸送 

●被災者の健康対策（感染症対策、衛生

対策等） 

●広域避難の実施 

●道路等公共土木施設の応急復旧 

●医療活動の実施 

●災害ボランティアの受入れ 

●義援金・物品の受入れ 

●遺体の安置、火葬 

●災害廃棄物の処理 

●被災者の生活支援 

●被災者の心のケアの実施 

●学校の教育機能の回復 

●応急仮設住宅の整備・確保 

●海外からの支援の受入れ 

●救援物資の需給調整 

●帰宅困難者への支援 

●応援職員の派遣・受入調整 

●広域避難の受入調整 

●ボランティアの活動支援 

●広域的な災害廃棄物（がれき

等）処理の推進 

復旧・ 

復興期 

●復興計画の策定・復興財源の確保 

●インフラ施設等の復旧・復興 

●生活再建支援 

●恒久住宅への移行支援 

●経済・雇用調整 

●復興計画の策定支援 

●被災自治体の復興業務への支援 
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【参考資料：広域災害時における県の初動シナリオ】 

首都圏広域災害が発生した場合、初動対応を迅速に行うとともに、甚大な被害を被っ

た他の地域に対し、被害状況の把握、応援の要否の確認、支援ニーズの把握を始め状況

把握に努めるとともに、連絡が取れない場合の自主出動の要・不要の判断を的確に行い、

速やかに支援行動を開始する。 

 

 
  

応
援
・
受
援 

初

動 

発災 

広域災害情報の収集 

応援・受援体制の確立 

○相互応援協定、応急対策職員派遣制度等に基づく連絡員の調整 

○県災害対策本部内に受援体制を確立 

○九都県市及び１都９県の地域において、震度６弱以上の揺れを観測 

○県内で震度６弱以上の揺れを観測、又は必要があると判断した場合：災害対策

本部を設置し、情報収集開始 

○県内震度５強以下で大きな被害がない場合：警戒体制又は情報収集体制を配備

し、情報収集開始 

○被害状況に応じ、救出・救助活動及び被災者支援活動を開始 

○災害状況について情報収集 

○災害状況や都県の対応状況（災害対策本部設置等）を被災都県に確認 

○必要に応じ被災都県に連絡員を派遣 

○被害が甚大で全国からの応援調整が必要と判断される場合、拠点候補地の中か

ら被災地に近い拠点を選定し、後方応援本部（仮称）を設置する。 

○相互応援協定及び応急対策職員派遣制度等に基づく応援、ＤＭＡＴ等国等が関

与する全国的な仕組みに基づく応援等を実施 

○被災都県から応援要請があった場合の対応（人的・物的） 

○要請はないが、被害が甚大で広域応援が必要とされた場合の応援（プッシュ型

応援） 

○必要に応じ県職員の派遣 

県の対応 

単独での応援の実施 

全国的な応援の実施 

後方応援本部の設置 

政府現地対策本部が設置される場合 
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第２ 具体的取組 

＜事前対策＞ 

１ 広域応援体制の整備 

２ 広域応援拠点の確保 

３ 広域応援要員派遣体制の整備 

４ 広域避難受入体制の整備 

５ 市内被害の極小化による活動余力づくり 

 

１ 広域応援体制の整備 

（１）取組方針 

市は、他の自治体と相互に協力して災害対応を行うため、長野県中野市、新潟県南

魚沼市と災害時における応援協定を締結している。 

また、平時から、県、国、関係機関・団体等との連携を図ることで災害対応の実効

性を高める。 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 広域応援に当たっての協力体制の整備 

【行政】 

計画内容 担当 

●合同防災訓練等に参加し、広域連携体制を実動、図上の両面から検

証する。 
総務部 

 

２ 広域応援拠点の確保 

（１）取組方針 

市と県は、広域応援を実施する時に必要となる物資・人的応援の受け皿となる拠点

の候補地を選定・確保する。 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 広域応援拠点の確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●他自治体や関係機関（警察、消防、自衛隊等）と連携した被災地支

援を行うため、物資・人員の応援の受け皿となる拠点（広域支援拠

点）候補地を事前選定する。 

●拠点は、公共用地を優先的に使用することを原則とするが、民間用

地の活用も検討する。 

総務部 
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３ 広域応援要員派遣体制の整備 

（１）取組方針 

多岐にわたる被災地のニーズに対応するため、発災直後に現地に派遣する応援要員

の体制を事前に整える。 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 応援職員体制の整備協力 

【行政】 

計画内容 担当 

●県が行う応援職員の派遣体制の整備に備え、県の体制整備への協力

に努める。 
総務部 

 

４ 広域避難受入体制の整備 

（１）取組方針 

首都圏広域災害発生時には、多くの人々が他都県から本市に避難場所を求めること

が想定される。こうした事態に備え、事前に広域一時滞在のために必要な体制を整備

する。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●広域一時滞在の要請があった場合に備え、他の都道府県からの避難

者を受け入れる施設の事前確保に努める。 

●避難の長期化に備え、県と連携し、建設型応急住宅の適地調査や公

営住宅等の空き室状況の把握を行う。 

総合政策部 

総務部 

都市整備部 

 

５ 市内被害の極小化による活動余力づくり 

（１）取組方針 

減災対策を推進し、発災時に他の自治体を応援するための活動余力を確保する。 

 

（２）具体的な取組内容 

ア 市民への普及啓発 

【行政】 

計画内容 担当 

●家庭や地域での防災総点検の実施による防災意識の高揚と災害の備

えの強化 

●家庭内の取組（家具の固定・災害用伝言サービス・家庭内備蓄）の

普及 

●ＤＩＧ、ＨＵＧ※を取り入れた住民参加型の実践的な訓練の推進 

総務部 
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※ＤＩＧ：Disaster Imagination Gameの略で、大きな地図を参加者で囲み、災害をイメージして自

宅近くの危険物や障害物を把握し、具体的な避難路や要配慮者の避難などを確認する実

践的な訓練。 

 ＨＵＧ：Hinanzyo Unei Gameの略で、避難所開設・運営訓練のこと。避難所の開設・運営責任者

となったことを想定し、避難所で起きる様々な事態への対応を短時間で決定することを

学ぶ訓練。 

 

イ 自主防災組織の育成 

【行政】 

計画内容 担当 

●自主防災組織の育成及び自主防災組織の活動において中心的役割を

担う人材を育成する。 
総務部 

 

ウ 防災基盤整備・防災まちづくり等の促進 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●建物の耐震化・不燃化、老朽化の進む社会資本（橋りょう、下水道

等）の予防保全的な維持管理への転換等、適正に施設を管理し、安

全性の確保に努める。 

総務部 

都市整備部 

坂戸、鶴ヶ島

水道企業団 

坂戸、鶴ヶ島

下水道組合 

 

エ 企業等による事業継続の取組の促進 

【企業・事業所】 

計画内容 

●活動余力づくりのため、災害時の事業継続の取組、コンピュータシステムやデータ

のバックアップ対策を促進する。 
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＜応急対策＞ 

１ 緊急消防援助隊の派遣 

２ 広域応援要員の派遣 

３ 広域避難の支援 

４ 災害廃棄物処理支援 

５ 環境衛生（し尿処理、ごみ処理）支援 

 

１ 緊急消防援助隊の派遣 

（１）取組方針 

国から消防の応援等のため必要な措置が求められた場合には、迅速に緊急消防援助

隊を派遣する。 

 

（２）具体的な取組内容 

【消防機関】 

計画内容 担当 

●緊急消防援助隊を派遣する。 坂戸・鶴ヶ島

消防組合 

 

２ 広域応援要員の派遣 

（１）取組方針 

市は、県の相互応援協定や全国的な応援要員派遣の仕組み等に基づき応援要員を派

遣する。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●県と調整の上、被災市町村へ応援要員を派遣する。 
※応援要員の派遣形態は様々な枠組みが想定されるが、どの枠組みでの派遣

となるかは状況により判断される。複数の枠組みで並行しての派遣もあり

うる。 

●派遣された職員は、県と情報を共有しながら、状況やニーズを的確

に把握し迅速な応援に当たる。 

総務部 

応援要員と 

なった職員 
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【相互応援協定に基づく広域応援要員派遣の流れ】 

県は被災都県からの応援要員の派遣要請に基づき、広域応援要員を派遣する。県及び

県内市町村では必要な要員の確保が困難な場合は、九都県市や全国知事会、三県知事会

等に要請する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広域避難（広域一時滞在）の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○応援要請と受入れの流れ 

①被災市区町村から被災都県へ避難者受入調整の依頼 

②被災都県内では受入れが困難な場合、県への要請。被災都県との受入協議 

③県内市町村と県との受入協議 

④県内市町村と避難所（施設管理者）との協議 

⑤県への受入回答及び避難所開設の公示 

⑥被災都県への受入回答 

⑦被災都県から被災市区町村への受入回答の伝達 

⑧被災市区町村から住民へ、避難先決定の伝達及び避難支援 

⑨避難者の受入れ（避難誘導を含む。） 

避難者の移送支援（原則、避難者の移送は被災都県と県が行う。） 
  

調整 

調整 

調整 

要請 調整 

調整 

調整 

国 九都県市応援調整本部 

市 埼玉県 
調整 要請 

派遣 

要請 

派遣 

被災都県 被災市区町村 

三県知事会 

（群馬県）（新潟県） 
関東地方知事会 

全国知事会 

他の都道府県 

九都県市エリア 

被災都県 

被
災
都
県 

⑧避難先

の伝達

住民 

⑦回答の伝達

被災市区町村 

①受入調整依頼 

埼玉県 

④協議、避難所 
開設の公示 

市 
③受入協議 

⑤受入 

回答 

②受入協議 

⑥受入回答 

⑨避難 

県 

施設管理者 
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３ 広域避難の支援 

（１）取組方針 

市は、首都圏広域災害発生時に、協力を求められた場合は、市内の避難者発生状況

を踏まえつつ、広域一時滞在のための避難所を提供するものとする。 

自主防災組織や災害ボランティアは、被災した他の都県からの避難者（広域一時滞

在者）を市が受け入れた場合は、避難所の運営を支援する。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●市内の避難者発生状況を踏まえつつ、他都県からの避難者の受入協力

を求められた場合は、県の支援のもと、広域一時滞在のための市内避

難所を提供する。 

●避難所の管理運営は、「第２編 震災対策編－第２章－第８節 避難対

策－＜応急対策＞－２ 避難所の開設・運営（第２編-115ページ）」

を準用する。 

●避難所開設時は、直ちに避難所開設の目的、日時、場所、箇所数及び

収容人員並びに開設期間の見込みを公示する。 

●避難者の誘導と保護を行う。 

総務部 

 

【市民】 

計画内容 

●広域一時滞在者向け避難所の運営を支援する。 

 

４ 災害廃棄物処理支援 

（１）取組方針 

膨大な量の発生が見込まれる被災都県の災害廃棄物について、その処理を支援する。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●被災都県の災害廃棄物処理に協力する。 環境産業部 

 

５ 環境衛生（し尿処理、ごみ処理）支援 

（１）取組方針 

被災都県で発生する膨大なし尿及びごみの処理を支援する。 
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（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●被災都県のし尿処理、ごみ処理を支援する。 環境産業部 

坂戸地区衛生組合 
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＜復旧・復興対策＞ 

１ 広域復旧復興支援（職員派遣、業務代行） 

２ ライフライン施設の復旧活動支援 

３ 遺体の埋・火葬支援 

４ 仮設工場・作業場のあっせん 

５ 生活支援 

６ 首都機能の維持 

 

１ 広域復旧復興支援（職員派遣、業務代行） 

（１）取組方針 

首都圏広域災害を想定し、首都圏の復旧・復興のため、必要となる職員の派遣や業

務の代行を実施する。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●復旧・復興のため、主に次の項目に掲げる業務に関して、必要とな

る職員の派遣や業務の代行を実施する。 

①復興計画の策定 ②インフラ施設の復旧・復興 

③まちづくりの復旧・復興 ④恒久住宅への移行支援 

⑤その他、復旧・復興に係る業務支援 

総務部 

応援要員と 

なった職員 

 

２ ライフライン施設の復旧活動支援 

（１）取組方針 

大規模災害発生時におけるライフライン施設の大規模復旧作業を支援する。 

 

（２）具体的な取組内容 

【関係機関】 

計画内容 担当 

●応援部隊の進出拠点の確保の支援を行う。 

●応援の指揮支援を行う。 

坂戸、鶴ヶ島

水道企業団 

坂戸、鶴ヶ島

下水道組合 

 

３ 遺体の埋・火葬支援 

（１）取組方針 

大規模災害発生時、市における死者の発生状況を踏まえ、対応余力があると見込ま

れる場合は、他都県の埋・火葬支援を行い、速やかな復旧・復興につなげる。 
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（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●他都県からの火葬依頼へ対応する。 環境産業部 

 

４ 仮設工場・作業場のあっせん 

（１）取組方針 

事業の継続を希望する被災者に対応するため、空き工場・作業場を仮設工場・作業

場としてあっせんする。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●空き工場・作業場の情報の提供、あっせんの協力 環境産業部 

 

５ 生活支援 

（１）取組方針 

長期にわたる避難生活をサポートし、被災者の生活支援を行う。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●長期避難生活のサポートや被災者の生活支援について、県の取組に協

力する。 

各部 

坂戸市社会

福祉協議会 

 

６ 首都機能の維持 

（１）取組方針 

市は、中央官庁を含める都内が甚大な被害を受けた場合、県等と国家機能の継続を

サポートする。 

 

（２）具体的な取組内容 

【行政】 

計画内容 担当 

●政府の災害対応及び業務継続の支援を行う。 応援要員と 

なった職員 
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